
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
九
日 

広
島
県
人
事
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

舩 
 

木 
 

孝 
 

和 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
規
則
（
令

和
元
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
特
別
休
暇
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

一 

次
の
表
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
の
上

欄
に
掲
げ
る
場
合 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

職
員 

 

イ
・
ロ 

（
略
） 

二 

次
の
表
第
二
十
三
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員 

 

イ
・
ロ 

（
略
） 

休
暇
を
受
け
る
場
合 

期     

間 

（
略
） 

（
略
） 

十
五 

（
略
） 

（
略
） 

十
六 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
感
染
症
（
感
染
症
の
予
防

及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
六

条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

を
い
う
。
）
に
関
し
、
勤
務

時
間
規
則
第
十
条
第
一
項
の

表
第
二
十
六
号
の
規
定
に
よ

り
人
事
委
員
会
が
特
に
必
要

と
認
め
た
場
合 

そ
の
都
度
必
要
と

認
め
る
期
間 

十
七 

職
員
の
生
後
満
一
年
六

月
に
達
し
な
い
子
の
養
育
（

男
子
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
配
偶
者
が
当
該
子
を
養
育

で
き
る
場
合
を
除
く
。
） 

一
日
二
回
（
勤
務

時
間
が
四
時
間
以

下
の
日
に
あ
っ
て

は
、
一
回
）
、
そ

れ
ぞ
れ
四
十
五
分 

十
八―

二
十 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

二
十
一 

職
員
が
不
妊
治
療
に

係
る
通
院
等
を
行
う
場
合

 
 

一
の
会
計
年
度
に

お
い
て
十
日
を
超

え
な
い
範
囲
内
で

 

（
特
別
休
暇
） 

第
十
三
条 
（
略
） 

一 

次
の
表
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
又
は
第

二
十
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合 

次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
職
員 

 

イ
・
ロ 

（
略
） 

二 

次
の
表
第
十
九
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合 

次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員 

 

イ
・
ロ 

（
略
） 

休
暇
を
受
け
る
場
合 
期     

間 

（
略
） 

（
略
） 

十
五 

（
略
） 

（
略
） 

           

 

     

 

十
六―

十
八 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

   

 



必
要
と
認
め
る
日

又
は
時
間 

 
 

二
十
二 

要
介
護
者
の
介
護
そ

の
他
の
勤
務
時
間
規
則
第
十

条
第
一
項
の
表
第
十
六
号
に

規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定

め
る
世
話
を
行
う
職
員
が
、

当
該
世
話
を
行
う
た
め
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合 

一
の
会
計
年
度
に

お
い
て
五
日
（
要

介
護
者
が
二
人
以

上
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
日
）
を

超
え
な
い
範
囲
内

で
必
要
と
認
め
る

日
又
は
時
間 

二
十
三 

（
略
） 

（
略
） 

     

 

           

 

２ 

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
職
員
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
き
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期

間
の
無
給
の
特
別
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。 

    

休
暇
を
受
け
る
場
合 

期     

間 

一 

（
略
） 

（
略
） 

     

 

        

 

３ 

当
該
会
計
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
か
の
職
に
任
用

さ
れ
て
い
た
者
が
当
該
会
計
年
度
の
中
途
に
お
い
て

  
 

 

        

 

十
九 

（
略
） 

（
略
） 

二
十 

職
員
が
不
妊
治
療
に
係

る
通
院
等
を
行
う
場
合  

一
の
会
計
年
度
に

お
い
て
十
日
を
超

え
な
い
範
囲
内
で

必
要
と
認
め
る
日

又
は
時
間 

二
十
一 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
感
染
症
（
感
染
症
の
予

防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第

六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染

症
を
い
う
。
）
に
関
し
、
勤

務
時
間
規
則
第
十
条
第
一
項

の
表
第
二
十
六
号
の
規
定
に

よ
り
人
事
委
員
会
が
特
に
必

要
と
認
め
た
場
合 

そ
の
都
度
必
要
と

認
め
る
期
間 

２ 

任
命
権
者
は
、
職
員
（
次
の
表
第
三
号
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
職
員
）
に
対
し
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
場
合
に
お
い
て
職
員
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当

で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め 

 

る
期
間
の
無
給
の
特
別
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。 

一 

一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
が
三
日
以
上 

二 

一
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
が
百
二
十
一
日
以
上 

休
暇
を
受
け
る
場
合 

期     

間 

一 

（
略
） 

（
略
） 

二 

職
員
の
生
後
満
一
年
六
月

に
達
し
な
い
子
の
養
育
（
男

子
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

配
偶
者
が
当
該
子
を
養
育
で

き
る
場
合
を
除
く
。
） 

一
日
二
回
（
勤
務

時
間
が
四
時
間
以

下
の
日
に
あ
っ
て

は
、
一
回
）
、
そ

れ
ぞ
れ
四
十
五
分 

三 

要
介
護
者
の
介
護
そ
の
他

の
勤
務
時
間
規
則
第
十
条
第

一
項
の
表
第
十
六
号
に
規
定

す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る

世
話
を
行
う
職
員
が
、
当
該

世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合 

一
の
会
計
年
度
に

お
い
て
五
日
（
要

介
護
者
が
二
人
以

上
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
日
）
を

超
え
な
い
範
囲
内

で
必
要
と
認
め
る

日
又
は
時
間 

３ 

当
該
会
計
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
か
の
職
に
任
用

さ
れ
て
い
た
者
が
当
該
会
計
年
度
の
中
途
に
お
い
て



同
一
の
任
命
権
者
に
よ
り
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ

れ
る
期
間
に
つ
い
て
第
一
項
の
表
第
八
号
の
二
、
第

十
八
号
及
び
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
の

規
定
を
適
用
す
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
一
項

の
表
第

十
八
号 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

              

 
 

 
 

 

第
一
項

の
表
第

二
十
一

号 

（
略
） 

（
略
） 

第
一
項

の
表
第

二
十
二

号 

（
略
） 

（
略
） 

第
一
項

の
表
第

二
十
三

号 

二
日
） 

             

二
日
）
か
ら
、
当
該
会
計

年
度
に
お
い
て
こ
の
号
に

規
定
す
る
特
別
休
暇
、
勤

務
時
間
規
則
第
十
条
第
一

項
の
表
第
二
十
四
号
に
規

定
す
る
休
暇
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
休
暇
の
承
認
を

受
け
た
日
数
を
減
じ
た
期

間
（
当
該
承
認
を
受
け
た

日
数
が
三
日
（
一
週
間
の

勤
務
日
の
日
数
が
四
日
以

下
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、 

二
日
）
を
上
回
る
場
合
は
、 

零
日
と
す
る
。
） 

４ 

（
略
） 

同
一
の
任
命
権
者
に
よ
り
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ

れ
る
期
間
に
つ
い
て
第
一
項
の
表
第
八
号
の
二
、
第

十
六
号
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
並
び
に
前
項
の

表
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
と
き
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句 

 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
一
項

の
表
第

十
六
号 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
一
項

の
表
第

十
九
号 

二
日
） 

            

 

二
日
）
か
ら
、
当
該
会
計

年
度
に
お
い
て
こ
の
号
に

規
定
す
る
特
別
休
暇
、
勤

務
時
間
規
則
第
十
条
第
一

項
の
表
第
二
十
四
号
に
規

定
す
る
休
暇
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
休
暇
の
承
認
を

受
け
た
日
数
を
減
じ
た
期

間
（
当
該
承
認
を
受
け
た

日
数
が
三
日
（
一
週
間
の

勤
務
日
の
日
数
が
四
日
以

下
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、 

二
日
）
を
上
回
る
場
合
は
、 

零
日
と
す
る
。
） 

 
 

 

第
一
項

の
表
第

二
十
号 

 

（
略
） 

（
略
） 

前
項
の

表
第
三

号 

 

（
略
） 

（
略
） 

              

 
 

４ 

（
略
） 

 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

前
条
第
一
項
の
表
第
八
号
の
二
、
第
十
号
及
び
第

十
八
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
に
規
定
す
る
特
別
休

暇
（
以
下
「
特
定
休
暇
」
と
い
う
。
）
の
残
日
数
の

 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

前
条
第
一
項
の
表
第
八
号
の
二
、
第
十
号
、
第
十

六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
及
び
第
二
十
号
並
び
に
同

条
第
二
項
の
表
第
三
号
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
（
以



全
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

（
略
） 

下
「
特
定
休
暇
」
と
い
う
。
）
の
残
日
数
の
全
て
を

使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数

に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
残
日
数

の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

（
略
） 

 

（
介
護
時
間
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

２ 

介
護
時
間
の
期
間
は
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該

介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、

連
続
す
る
三
年
の
期
間
（
当
該
要
介
護
者
に
係
る
指 

 

定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
、 

 

三
十
分
を
単
位
と
し
て
、
一
日
を
通
じ
て
当
該
日
に

係
る
所
定
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
か
ら
五
時
間
四
十

五
分
を
減
じ
た
時
間
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
部
分
休
業
（
同
条
第
二

項
第
一
号
の
部
分
休
業
に
限
る
。
）
を
承
認
さ
れ
て

い
る
職
員
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
十
七
号
に

規
定
す
る
休
暇
（
以
下
「
育
児
休
暇
」
と
い
う
。
）

を
承
認
さ
れ
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間

か
ら
当
該
部
分
休
業
及
び
育
児
休
暇
の
承
認
に
係
る

時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

（
介
護
時
間
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

２ 

介
護
時
間
の
期
間
は
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該

介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、

連
続
す
る
三
年
の
期
間
（
当
該
要
介
護
者
に
係
る
指 

 

定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
、 

 

三
十
分
を
単
位
と
し
て
、
一
日
を
通
じ
て
当
該
日
に

係
る
所
定
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
か
ら
五
時
間
四
十

五
分
を
減
じ
た
時
間
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
部
分
休
業
（
同
条
第
二

項
第
一
号
の
部
分
休
業
に
限
る
。
）
を
承
認
さ
れ
て

い
る
職
員
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
表
第
二
号
に
規

定
す
る
休
暇
（
以
下
「
育
児
休
暇
」
と
い
う
。
）
を

承
認
さ
れ
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
か

ら
当
該
部
分
休
業
及
び
育
児
休
暇
の
承
認
に
係
る
時

間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
必

要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


